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本日の内容

１．地域支援事業について

２．生活支援体制整備事業について
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政令で定める事業費の上限の範囲内で、介護保険事業計画において
地域支援事業の内容・事業費を定めることとなっている。

【事業費の上限】
① 介護予防・日常生活支援総合事業
「事業移行前年度実績」×「75歳以上高齢者の伸び率」
※ 災害その他特別な事情がある場合は、個別協議を行うことが可能

② 包括的支援事業・任意事業
「26年度の介護給付費の２％」×「65歳以上高齢者の伸び率」

３ 実施主体・事業内容等

２ 事業費・財源構成

地域包括ケアシステムの実現に向けて、
高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組、
配食・見守り等の生活支援体制の整備、
在宅生活を支える医療と介護の連携及び
認知症の方への支援の仕組み等を一体的に
推進しながら、高齢者を地域で支えていく
体制を構築する。

１ 事業の目的

地域支援事業（地域支援事業交付金・重層的支援体制整備事業交付金）

令和６年度当初予算額 1,804億円（1,933億円）※（）内は前年度当初予算額

咲かそう、地域包括ケアの花！

事業費

財源構成

① 介護予防・日常生活支援総合事業
１号保険料、２号保険料と公費で構成
（介護給付費の構成と同じ）

② 包括的支援事業・任意事業
１号保険料と公費で構成
（２号は負担せず、公費で賄う）

① ②

国 25% 38.5%

都道府県 12.5% 19.25%

市町村 12.5% 19.25%

１号保険料 23% 23%

２号保険料 27% －

実施主体

事業内容

市町村

高齢者のニーズや生活実態等に基づいて総合的な判断を
行い、高齢者に対し、自立した日常生活を営むことが
できるよう、継続的かつ総合的にサービスを提供する。

① 介護予防・日常生活支援総合事業

要支援者等の支援のため、介護サービス事業所のほかNPO、協同組合、社
会福祉法人、ボランティア等の多様な主体による地域の支え合い体制を構築
する。あわせて、住民主体の活動等を通じた高齢者の社会参加・介護予防の
取組を推進する。

ア サービス・活動事業（第一号事業）
訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービス、
介護予防ケアマネジメント

イ 一般介護予防事業
介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、
一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業

② 包括的支援事業

地域における包括的な相談及び支援体制や在宅と介護の連携体制、認知症
高齢者への支援体制等の構築を行う。

ア 地域包括支援センターの運営
介護予防ケアマネジメント、総合相談支援事業、権利擁護事業、
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

イ 社会保障の充実
在宅医療・介護連携の推進、生活支援の充実・強化、認知症施策の推進、
地域ケア会議の開催

③ 任意事業

地域の実情に応じて必要な取組を実施。

介護給付費等費用適正化事業、家族介護支援事業 等
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地域支援事業の目指すこと

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的の下で、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制の構築

住み慣れた地域での自分らしい暮らし
日常生活

地域包括ケアシステムの構築

■

地域支援事業の目的及び趣旨について

被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した

日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談、及び支援体制、

多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制、及び認知症高齢者への支援

体制を一体的に推進する。

地域支援事業

地域包括ケアシステム
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地域支援事業の連動

地域で認知症の人と
ともに生活するための取り組み

軽度者の介護予防・生活支援を支える
総合的な取組

を実現するための

戦略の立案

専門職を中心とした

多職種連携

地域の多様な主体による

地域づくり

在宅医療・介護

連携推進事業

生活支援

体制整備事業

認知症総合支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業

生
活
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

在
宅
医
療
介
護
連
携

相
談
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

認知症地域支援推進員

出典：平成31年3月 地域支援事業の連動性を確保するための調査研究事業 報告書
三菱UFJリサーチ＆コンサルティングより（一部改変）

地域包括ケアシステム構築の４構成要素は、地域支援事業の各事業に対応/連動する

訪問型・通所型
サービスA

訪問型・通所型
サービスC

認知症初期
集中支援チーム

認知症カフェ
認知症サポーター

一般介護予防事業
住民主体の活動支援
（訪問型・通所型サービスB）

協議体などによる
生活支援

サービス開発

日常生活
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介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理（概要）①

総合事業の充実に向けた基本的な考え方

○ 2025年以降、現役世代が減少し医療・介護専門職の確保が困難となる一方で、85歳以上高齢者は増加していく。また、こうした
人口動態や地域資源は地域によって異なる。

○ こうした中、高齢者の尊厳と自立した日常生活を地域で支えていくためには、市町村が中心となって、医療・介護専門職がより専門性
を発揮しつつ、高齢者や多様な主体を含めた地域の力を組み合わせるという視点に立ち、地域をデザインしていくことが必要。

○ 総合事業をこうした地域づくりの基盤と位置づけ、その充実を図ることで高齢者が尊厳を保持し自立した日常生活を継続できるよう
支援するための体制を構築する。

85歳以上人口の増加 現役世代の減少

地域で暮らす人やそこにあるものは地域によって様々

高齢者を含む
多世代の地域住民

NPO・企業など
の多様な主体

介護事業者等
の専門職等

市町村

総合事業で
地域の力を
組合せる

強み

強み強み

強み
様々な活動

専門的な支援
社会参加・
つながり

地 域 共 生
社会の実現

介護予防・
認知症施策

※ 85歳以上になると要介護
認定率は上昇

※ 専門人材等の担い手不足が
進行

地域の力を引き出し地域づくりをプロデュース
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○ 高齢者の地域での生活は、医療・介護専門職との関わりのみならず、地域の住民や産業との関わりの中で成立するもの。また、高齢
者自身も多様な主体の一員となり、地域社会は形作られている。

○ 総合事業の充実とは、こうした地域のつながりの中で、地域住民の主体的な活動や地域の多様な主体の参入を促進し、医療・介
護の専門職がそこに関わり合いながら、高齢者自身が適切に活動を選択できるようにするものである。

○ 総合事業の充実を通じ、高齢者が元気なうちから地域社会や医療・介護専門職とつながり、そのつながりのもとで社会活動を続け、
介護が必要となっても必要な支援を受けながら、住民一人ひとりが自分らしく暮らし続けられる「地域共生社会」の実現を目指していく。

多様な主体の参入を促進

要介護や認知症フレイル～要支援元気～フレイル予防

地域との
関わり

医療・介
護との関わ

り

住民ｺﾐｭﾆﾃｨ趣味 就労買い物外出

高齢者自身が多様な選択肢をつなげ生活

医療・介護専門職とのつながりは希薄

心身の機能の低下により少しずつのあきらめがはじまる

総合事業の実施主体は介護サービス事業者が太宗を占める

住民ｺﾐｭﾆﾃｨ

趣味 就労
買い物外出

総合事業

適切かつ十分な医療・介護サービスの提供

住民ｺﾐｭﾆﾃｨ 買い物外出

これまでどおりの生活の選択肢をあきらめてしまう

様々な医療・介護サービス

地域との
関わり

医療・介
護との関わ

り

適切な介入によりこれまでの生活に

地域の人と資源がつながり地域共生社会の実現や地域の活性化

引き続き選択を継続

80歳・85歳になっても
選択肢をつなげ生活

充実

地域がチームとなって総合事業を展開

選択肢の拡大
尊厳を保持し自立した生活

専門職 専門職

主体的な参加

早期発見

早期からの
つながり

適切な選択の支援

サービスサービス

介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理（概要）②

高齢者や多様な主体の参画を通じた地域共生社会の実現・地域の活性化
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現状 対応の方向性

■ 総合事業のサービス提供主体は、介護保険サービス
事業者が主体

■ 地域共生社会の実現に向けた基盤として総合事業を
地域で活用する視点から多様な主体の参画を促進

① 個々の高齢者の経験・価値観・意欲に応じた地域での
日常生活と密接に関わるサービスをデザインしにくい

①‘ 要介護や認知症となると、地域とのつながりから離れて
しまう

② 事業規模が小さく採算性の観点から、地域の産業や他
分野の活動が総合事業のマーケットに入ることが難しい

③ 多様な主体によるサービスが地域住民に選ばれない

④ 2025年以降、現役世代は減少し担い手の確保が困
難となる一方で、85歳以上高齢者は増加

① 高齢者が地域とつながりながら自立した日常生活をおく
るためのアクセス機会と選択肢の拡大

①‘ 要介護や認知症となっても総合事業を選択できる枠
組みの充実

② 地域の多様な主体が自己の活動の一環として総合事
業に取り組みやすくなるための方策の拡充

③ 高齢者の地域での自立した日常生活の継続の視点に
立った介護予防ケアマネジメントの手法の展開

④ 総合事業と介護サービスとを一連のものとし、地域で必
要となる支援を継続的に提供するための体制づくり

総合事業により創出され
る価値の再確認

・ 高齢者の地域生活の選択肢の拡大

・ 地域の産業の活性化（≒地域づくり）

・ 地域で必要となる支援の提供体制の確保

地域共生社会の実現

・後期高齢者の認定率等
・主体的な選択による社会参加
・自立した地域生活の継続

高齢者一人一人の
介護予防・社会参加・生活支援

介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理（概要）③

総合事業の充実のための対応の方向性
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高齢者が地域とつな
がりながら自立した日
常生活をおくるための
アクセス機会と選択肢
の拡大

地域の多様な主体が
自己の活動の一環と
して総合事業に取り組
みやすくなるための方
策の拡充

■ 市町村がアレンジできるよう多様なサービスモデルを提示
支援パッケージを活用し、総合事業の基本的な考え方やポイントを提示
新たな地域づくりの戦略を公表し、具体的なイメージを提示
ガイドライン等で総合事業の運営・報酬モデルを提示

■ 地域の多様な主体が総合事業に参画しやすくなる枠組みの構築
国や都道府県に生活支援体制整備事業プラットフォームを構築し、民間や産業との接続を促進
生活支援体制整備事業の活性化を図るため、民間や産業と地域住民をつなげる活動を評価
商業施設等も参画しやすくするための取組み（事業が行われる居室の採光のあり方）を検討

高齢者の地域での
自立した日常生活の
継続の視点に立った
介護予防ケアマネジメ
ントの手法の展開

地域で必要となる
支援を継続的に提供
するための体制づくり

■ 総合事業と介護サービスを切れ目なく地域で提供するための計画づくり
評価指標に、専門人材がより専門性を発揮し、必要な支援を提供するための体制を確保する視点を導入

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
交
付
金
や
伴
走
的
支
援
等
を
通
じ
て
、
市
町
村
を
支
援

１

２

３

４

■ 高齢者や家族に多様なサービスを選んでもらうための介護予防ケアマネジメント
多様なサービスの利用対象者モデルを提示
多様なサービスを組み合わせて支援するケアプランモデルを提示
高齢者を社会参加につなげた場合や、孤立する高齢者を地域の生活支援につなげた場合の加算の例示（推奨）
地域のリハ職と連携して介護予防ケアマネジメントを行った場合の加算の例示（推奨）
介護予防ケアマネジメントの様式例に従前相当サービスを選択した場合の理由を記載する欄を追加

■ 高齢者が地域で日常生活をおくるために選択するという視点に立ったサービスの多様なあり方

現行のガイドラインで例示するサービスAとサービスBは“誰が実施主体か”で分類（交付金との関係あり）
予防給付時代のサービス類型を踏襲、一般介護予防事業や他の施策による活動と類似する活動もある

“サービスのコンセプト“を軸とする分類も検討
例）・高齢者が担い手となって活動（就労的活動含む）できるサービス ・高齢者の生活支援を行うサービス

訪問と通所、一般介護予防事業、保険外サービスなどを組み合わせたサービス・活動モデルを例示
高齢者の生活と深く関わる移動・外出支援のための住民活動の普及

■ 継続利用要介護者が利用可能なサービスの拡充（認知症施策や就労促進にも寄与）

要介護や認知症となっても地域とのつながりを持ちながら自立した日常生活をおくることができるよう対象を拡大
現行の利用対象サービスをサービスAに拡大するとともに、サービスBの補助金ルールを見直し

介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理（概要）④

総合事業の充実のための具体的な方策
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地域づくりにおける多様なつながりの必要性

『「地域」の変容』が起こっている

地域をデザインし直す必要性

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア

向上事業 等）

○生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

地域支援事業を活用した地域のリデザイン

→今までは国が決めたサービスを使ってもらうものから、

高齢者施策分野のミッション→地域包括ケアシステムの構築

＜地域支援事業の2本柱＞

地域支援事業

市町村のツール

市町村が地域の力を総動員してサービスを作ることができる
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（注）以下に示す総合事業の類型については、あくまでも制度に基づく実施手法等による分類であり、多様なサービス・活動は、高齢者の目線に立ち、選択肢の
拡充を図るものである必要がある。

多様なサービス・活動の分類（交付金の取扱いによるもの）

訪問型
サービス・

通所型
サービス

従前相当サービス

多様なサービス・活動

サービス・活動A
（多様な主体によるサービス・活動）

サービス・活動B、
サービス・活動D（訪問型のみ）

（住民主体によるサービス・活動）

サービス・活動Ｃ
（短期集中予防サービス）

そ
の
他指定 委託

実施手法 指定事業者が行うもの（第１号事業支給費の支給） 委託費の支払い 活動団体等に対する補助・助成 委託費の支払い

こ
れ
ら
に
よ
ら
な
い
も
の

（
委
託
と
補
助
の
組
み
合
わ
せ
な
ど
）

想定される
実施主体

⚫ 介護サービス事業者等
（訪問介護・通所介護等事業者）

⚫ 介護サービス事業者等以外の多様な主体
⚫ （介護サービス事業者等）

⚫ ボランティア活動など地域住民の主体的な
活動を行う団体

⚫ 当該活動を支援する団体

⚫ 保健医療に関する専門的な知識を有す
る者が置かれる団体・機関等

基準 国が定める基準※1を例にしたもの サービス・活動の内容に応じて市町村が定めるもの

費用
国が定める額※2（単位数）

サービス・活動の内容に応じて市町村が定める額
額の変更のみ可 加算設定も可

対象者

⚫ 要支援者・事業対象者 ⚫ 要支援者・事業対象者
⚫ 継続利用要介護者

⚫ 要支援者・事業対象者
⚫ 継続利用要介護者
※ 対象者以外の地域住民が参加することも想定

⚫ 要支援者・事業対象者のうち、目標達成
のための計画的な支援を短期集中的に
行うことにより、介護予防・自立支援の効
果が増大すると認められる者

サービス内容
（訪問型）

旧介護予防訪問介護と同様*
* 身体介護・生活援助に該当する内容を総

合的かつ偏りなく老計10号の範囲内で実
施することが求められる

⚫ 高齢者が担い手となって活動（就労的活動を含む。）することができる活動
⚫ 介護予防のための地域住民等による見守り的援助の実施
⚫ 高齢者の生活支援のための掃除、買い物等の一部の支援*を行う活動 など

* 市町村の判断により老計10号の範囲を越えてサービス・活動を行うことも可能

⚫ 通院・買い物等の移動支援や移送前後の生活支援（原則としてＢ・Ｄでの実施を想定）
⚫ 対象者に対し、３月以上６月以下の期

間を定めて保健医療に関する専門的な
知識を有する者により提供される短期集
中的なサービス

サービス内容
（通所型）

旧介護予防通所介護と同様*
* 運動器機能向上サービス、入浴支援、食

事支援、送迎等を総合的に行うことが求め
られる

⚫ 高齢者が担い手となって活動（就労的活動を含む。）することができる活動
⚫ セルフケアの推進のため一定の期間を定めて行う運動習慣をつけるための活動
⚫ 高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動を支援するもの
⚫ 住民や地域の多様な主体相互の協力で行う入浴、食事等を支援する活動 など

⚫ 送迎のみの実施

支援の
提供者

国が定める基準による 市町村が定める基準による

訪問型:訪問介護員等
サービス提供責任者

通所型:生活相談員、看護職員
介護職員、機能訓練指導員

⚫ 地域の多様な主体の従事者
⚫ 高齢者を含む多世代の地域住民
⚫ （有償・無償のボランティア）

⚫ 有償・無償のボランティア
⚫ マッチングなどの利用調整を行う者

⚫ 保健医療専門職

その他の生活支援
サービス

その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する
生活支援（訪問型サービス・通所型サービスの複合的提供等）からなる。 11



多様なサービス・活動の例
（ガイドライン改正）

〇実施要綱の改正内容について具体的なイメージができるよう、事業例について、「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」（平成27年６
月５日老発0605第５号厚生労働省老健局長通知）の一部を今後改正予定。

従前相当サービス 多様なサービス・活動

⚫ 専門職による専門的な支援ニーズに総合的に応えるサービス
⚫ 想定される対象者は、進行性疾患や病態が安定しない者など
⚫ サービスの内容は総合的なものであるほか一定の制約あり

⚫ 地域住民を含む地域の多様な主体により展開されるサービスや活動
⚫ 想定される対象者は、地域とのつながりの中で生活する要支援者等
⚫ サービスの内容は高齢者の視点に立って検討される

選択

支援

【高齢者の選択肢の拡大の視点にたった多様なサービス・活動A・B(D)のイメージ】

⚫ 地域住民が担い手となって活動することができる活動
⚫ 介護予防のための地域住民等による見守り的援助の実施
➥ 多世代の地域住民が高齢者に対する生活支援や介護予防のための見守り的援

助等を実施する（多様なサービス・活動の利用者が、自身ができる範囲で活動す
ることも想定される）

➥ （有償・無償）ボランティア活動による場合は、サービス・活動Ｂ、雇用（ボラン
ティアとの選択も可）による場合など、地域の多様な主体への委託による活動とし
て実施する場合は、訪問型サービス・活動Ａとなる

訪問型の多様なサービス・活動のイメージ 通所型の多様なサービス・活動のイメージ

⚫ 高齢者の生活支援のための掃除、買い物等の一部の支援を行う活動 など
➥ 地域の訪問型サービスの利用者の支援ニーズを把握した結果、例えば、掃除がそ

の大宗を占める場合、掃除に特化したサービス・活動を提供
➥ 地域の清掃業者に委託等を行う場合、サービス・活動Ａとなる

⚫ 通院・買い物等の移動支援や移送前後の生活支援
➥ 地域住民の互助活動としての移動支援と付き添いであり、行き先は、介護予防・

社会参加の推進の観点から、市町村と地域住民とが協議のもと定める
➥ 原則としてサービス・活動Ｂ・Ｄでの実施を想定しているが、中間支援組織等への

委託を行う場合はサービス・活動Ａの一部として実施することも可能

※ 買い物支援については、通所型サービスを実施する場所あてに共同で配送を依頼することや、
移動販売を訪問型サービス・活動Ａとして実施することなども想定される

⚫ 地域住民が担い手となって活動することができる活動
➥ 多世代の地域住民が高齢者や例えば子どもなどの見守りを行う場、高齢者が自

身のスキルを活かし、他の高齢者の支援を行う場、例えば農業などの地域産業と
連動し、食品の加工や農作業などを行う場（多様なサービス・活動の利用者が、
自身ができる範囲で活動することも想定される）

➥ 訪問型サービスと同様

⚫ セルフケアの推進のため一定の期間を定めて行う運動習慣づけのための活動
➥ 外出機会の低下等がみられる者、サービス・活動Ｃの利用終了直後の者などに

対する運動習慣づけのための活動
➥ 民間の運動・健康づくり施設への委託等（期間を定めて支援し、終了後は自主

的な活動（セルフケア）に移行すること）を想定

⚫ 高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動
➥ 高齢者が興味・関心があり、今後の外出機会の向上や社会参加に資する活動と

連動するような、ITリテラシーの向上やスキルアップのための学習活動やサークル活
動等への参加を支援

➥ 当該活動を実施する多様な主体への委託等が想定（利用者の自己負担等に
関わりのない活動経費の一部を定額で支援する手法が適切）

⚫ 住民や地域の多様な主体相互の協力で行う入浴・食事等の支援
➥ 多世代の地域住民が集まる場で、高齢者同士が入浴時の見守りや食事等の支

援（配膳等）を行う活動
➥ 入浴施設、公民館、図書館など地域の多様な空間を活用することを想定 12



市町村が、総合事業の対象者以外の参加者に対する活動を事業の目的を達成
するための附随的な活動と判断する場合は、以下の取扱いによることとする。

⚫ 対象者数割合によらず、対象経費の一部を（定額）補助等すること
⚫ 対象者に対する活動に支障がないと市町村が認める場合、（給付の場合の

兼務と同様）対象者以外の者に対する活動全体に対して補助等すること

＊この取扱いによる場合も、対象者のみの事業を実施する場合と同様に、市町村は、総合事業の対象者
の数について、適宜適切に把握（団体等の負担に配慮し、把握時期を年度内の適切な時期とすること
や、利用実績の有無によらず登録者の数とすること等も可能）すること

住民主体のサービス・活動の推進
（サービス・活動事業Ａ・Ｂ(Ｄ)における総合事業対象者以外の参加者に係る委託費・補助等の取扱い）

〇サービス・活動Ａを委託により実施する場合の委託費や、サービス・活動Ｂ(Ｄ)の補助等の対象経費について、総合事業の対象者以外の地域住民が参加
する場合のルールについて、地域の多様な主体の参画を推進する観点から見直し。

改
正
前

実
施
要
綱
改
正
後

住民主体サービスについて、全利用者の半数以上が要支援者・事業対象者・継続利用要介護者である場合、地域共生社会の推進の観点から事業費を按分せず全額を地域支援事
業交付金の交付対象とする取扱いとしている。他方、利用人数の記録・交付金の申請額の計算等に住民コストが発生することを踏まえ、住民活動を地域で幅広く展開していく観点から、
更なる方策を検討することが必要である

補助対象経費

活動に係る「間接経費」の範囲内で市町村の裁量により定める

例）
⚫ 活動の立上げ支援に要する費用
⚫ 活動場所の借上げに要する費用
⚫ 光熱水費
⚫ 利用者の利用調整等を行う者に対する人件費 ＊
⚫ 支援者のボランティア活動に対する奨励金（謝礼金）

＊支援者の人件費は対象とならないが、人件費を補助等している利用調整等を行う者が
利用者に対し支援することは妨げない。

総合事業対象者以外の参加者がいる場合のルール

サービス・活動Ｂ・Ｄに該当する活動の参加者（総数）

要支援者
事業

対象者
継続利用
要介護者対象者

数割合

⚫ 対象者数割合が50％以上・・・対象経費の全額を補助等可能
⚫ 対象者数割合が50％未満・・・対象経費の額×対象者数割合を補助等可能

令和６年度以降、地域住民を含む多様な主体にょる活動の促進を図る観点から、以下の取扱いによる。※

活動に係る「間接経費」の範囲内で市町村の裁量により定める

例）
⚫ 活動の立上げ支援に要する費用
⚫ 活動場所の借上げに要する費用
⚫ 光熱水費
⚫ 利用者の利用調整等を行う者に対する人件費 ＊
⚫ 支援者のボランティア活動に対する奨励金（謝礼金）

＊支援者の人件費は対象とならないが、人件費を補助等している利用調整等を行う者が
利用者に対し支援することは妨げない。

対
象
者

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

生活支援の実施（訪問Ｂ） 買い物等の付き添い支援の実施（訪問Ｄ）

⇒対象者の数によらずボランティア活動全体に対する奨励金を補助することが可能

住民同士の食事や体操等の実施（通所Ｂ）※ 市町村の判断により、改正前の方法により補助を行うことも可能

地域の多様な主体による活動の展開が阻害される可能性

サービス・活動Ａの委託費についても、同様の考え方によることができる。
※この場合、「ボランティア活動に対する奨励金」については、委託業務に従事する職員の人件費

等を含めることとし、対象経費については、その他の直接経費を含むことができる。 13



高齢者の選択肢の拡大に向けた総合事業の事業評価の推進

〇法第115条の45の２において、市町村は、定期的に総合事業の実施状況について、調査・分析・評価を行うとともに、その結果に基づき必要な措置を講ず
るよう努めるものとされており、当該調査・分析・評価事務については、一般介護予防事業評価事業として実施することが可能。

〇具体的な評価のあり方については、今後、検討を深めることとしているが、国において実施要綱に示す評価の留意点について、介護予防・日常生活支援総合
事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理で示された４つの視点を踏まえ、見直しを行う。

総合事業の評価指標の見直しに当たっては、・ 高齢者一人一人の介護予防・社会参加・自立した日常生活の継続の推進の状況 ・ 高齢者の地域生活の選択肢の拡大 ・ 地域の
産業の活性化（地域づくり） ・ 総合事業と介護サービスとを一連のものとして地域の介護サービスを含む必要な支援を継続的かつ計画的に提供するための体制づくりの４つの観点を
盛り込むことが必要であると考えられる。

ハイリスク・

アプローチ

高齢者の

選択肢の拡大

ポピュレーション・

アプローチ

２

１

３

調整済み軽度認定率

初回認定者の平均年
齢

在宅継続数・率

⚫従前相当サービスが位
置づけられたプランの割
合

３つのアプローチ

⚫多様なサービス・活動
の種類・数

➢出前講座・説明会等
の開催数

➢通いの場の箇所数
➢体力測定会の開催数
➢広報活動の回数

アウトプット アウトカム 最終アウトカムプロセス

➢孤独・孤立等の状態に
ある高齢者へのアウト
リーチ支援の実績等

➢サービス・活動Cなど専
門職による支援を想定
するサービス・活動の開
催回数・参加者数等

➢生活支援コーディネー
ターや協議体等による
取組実績

総合事業の充実に向けた評価指標の例

⚫多様なサービス・活動
の参加者数等

⚫出前講座・説明会等
に出席した住民の数

⚫通いの場の参加者数

⚫多様なサービス・活動
に対する継続参加率

⚫社会参加率
⚫通いの場の75歳以上

高齢者の年代別参加
率・継続参加率

⚫孤独・孤立等の状態
にあった高齢者の地域
の活動の参加者数

⚫想定対象者に占める
実際の参加者数

⚫参加者の参加前後の
生活状況等の変化

⚫孤独・孤立等の状態
にあった高齢者の地域
の活動の継続参加率

⚫社会参加率
⚫参加者の一定期間後

の生活状況等

高齢者

の視点

人材

の視点

評価のための前提となる考え方

⚫ 高齢者の地域での生活
や選択（活動）がどの
ように変化したか

⚫ 高齢者にかかわる活動に
地域の多様な主体がど
のように関与しているか

保
険
者
の
視
点 財政

の視点

⚫ あらかじめ決められた予
算（上限額や介護保険
事業計画等）の範囲内
で実現できているか

⚫ 地域住民などの多様な
主体による参画が進み、
そこに医療・介護の専門
職がゆるやかに関われて
いるか。

14



本日の内容

１．地域支援事業について

２．生活支援体制整備事業について

15



生活支援体制整備事業について

生活支援体制整備事業は、生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置等により、地域住民に身近な存在である「市町村が
中心となって、」「多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築し、地域の支え合いの体制づくりを
推進するもの」である。（地域支援事業実施要綱より）

○ 介護保険法（平成９年法律第123号）
（地域支援事業）

第百十五条の四十五 （略）
２ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合におい

ても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係

る体制の整備その他のこれらを促進する事業

生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの配置・協議体の設置）等の標準額
■第１層（市町村区域）    8,000千円 × 市町村数（※）

■第２層（日常生活圏域） 4,000千円 × 日常生活圏域の数
■住民参画・官民連携推進事業 4,000千円 × 市町村数（※）

（２）協議体の設置 多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置
多様な主体による多様な取組のコーディネート機能を担い、一体的な活動を推進。

（Ａ）資 源 開 発 （Ｂ）ネットワーク構築 （Ｃ）ニーズと取組のマッチング

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として活動す
る場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり
など

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体の
活動をマッチング
など

民間企業 ボランティアＮＰＯ 協同組合 社会福祉法人

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

等

16※ 指定都市の場合は行政区の数
一部事務組合及び広域連合の場合は構成市町村の数

★このほか、就労的活動支援コーディネーター（就労的活動支援員）
の配置も生活支援体制整備事業として実施可能。



つながる

地域づくり加速化事業のコンセプト

地域の今

市町村、市社協
介護・医療
産業・商業
文化・観光
住民・歴史
その他

伴走的支援を受けて･･･

地域が
ひとつの
チームに！

地域づくり加速化事業のコンセプト

市町村

関係機
関・者

対話・連携

関係機
関・者

うまれる あるべき姿

知る
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介護予防ケアマネジメントの概要・意義

実施に向けて持つべき視点

※ここでは「目的」を最終的に実現したいこと、「目標」をその過程の指標と整理。

生活支援体制整備事業の実施に向けて持つべき視点

制度や事業は道具や武器！目標・目的達成のためにうまく使う！

前述のとおり、大きなゴール（目的）は地域のあるべき姿の達成です。

そして、大きなゴールから逆算するとそこに至る過程に小さなゴール（目標）がでてきます。

様々なゴール（目標・目的）を達成するために、制度や事業等の道具や武器（手段）を

うまく使うことが重要です！

生活支援体制整備事業だけで地域のあるべき姿が達成されるわけではありません。

ですが、生活支援体制整備事業はとても使い勝手の良い道具です。

地域のあるべき姿を達成するために、総合事業等で使える様々な資源を供給することができます。

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）、協議体、就労的活動支援コーディネーター（就労

的活動支援員）は強力な武器です。これらの武器を使って既存の資源を整理、つなぎ合わせる、発掘す

る、新たな資源を創設する、といったことを行います。≒ 総合事業等で使える資源の供給

18



介護予防ケアマネジメントの概要・意義

実施に向けて持つべき視点

社会福祉協議会
自治会・
管理組合

子ども食堂

地域に色んなつながりを
持っている人

NPO法人

お祭り・盆踊り

やたらコーヒーを
淹れるのが上手な人

貸し農園

人の家の綺麗な庭

常連が沢山集まる居酒屋

補助金
老人クラブ

スポーツジム作曲できる人

掃除好きな人

空き家・空き店舗

商店街

駄菓子屋
認知症の人

雀荘

カラオケ
BOX

【様々な既存の資源（アセット）の例】

等々、他にもたくさん！

生活支援体制整備事業の実施に向けて持つべき視点

既存の資源（アセット）をうまく活用すること！

地域には活用できる既存の資源（アセット）が沢山あります。わかりやすいものから、どう使えば

いいのかよくわからないものまで、様々なお宝（場所・モノ・人・金）が眠っています。そして

それらは組み合わせ方次第で、色々な活動に発展する可能性を秘めています。「無いもの」を

生み出すのはとても大変ですが、「有るもの」を発展させていくのは知恵や工夫次第です。また

「有るもの」がそこにあるのは、地域にとって「必要」だからです。まずは既存の資源（アセット）を

見つけ（宝探し）、うまく活用し、その地域に必要な取組を発展させていきましょう！
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生活支援体制整備事業の実施に向けて持つべき視点

地域住民や当事者をうまく巻き込む

地域づくりを行政側の都合で進めようとしてもうまくいきません。なぜなら行政側の主導になると、

行政は「やってあげる側」、地域住民や当事者は「やってもらう側」という一方通行の関係性と

なりがちだからです。

これは行政課題の解決には効率的な方法かもしれませんが、地域づくりという観点から

考えるとどうでしょうか。

地域づくりを行う上で、「やってあげる側」と「やってもらう側」という関係性は望ましくないと

いうことは理解できると思います。

地域づくりをしていくうえでの本質的な課題は、そこで生活している地域住民や当事者の中にこそ

あるとも言えます。地域に足を運び、声を聞き、それぞれの想いや大事にしていること、その地域の

強み弱みを把握することから始めましょう。その際、地域住民や当事者「に対して」ではなく、

地域住民や当事者「と一緒に」動く（巻き込む）ことを意識しましょう。

行 政 地域住民・
当事者

一方通行 行 政 地域住民・
当事者

共同・協働
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生活支援体制整備事業の実施に向けて持つべき視点

やれることからやってみよう！

ある程度地域のあるべき姿（ビジョン）が明確になり、地域の中で資源も見えてくると「あれも

やりたい、これもやりたい、あれも必要、これも必要」となりがちです。もちろん、それら全てが

できればいいですが、なかなか全てを一気に進めるのは難しいと思います。また困難なことに

取り組もうとするとなかなか腰が上がらなくなることはあり得ます。

そうであれば、まずはやれることからやってみる、という意識で取り組むことが重要です。

一つのことに取り組むことで、そこに関係のある人や取り組みが有機的に繋がって大きな

取り組みに発展していく、あるいは何かに取り組めたことで別のことにも取り組もうと積極的に

なれるというようなポジティブなイメージを持って取り組みましょう。

その際、地域住民がやりたいことから始めてみる（やっていることを広げてみる）という視点も大事

にしたいところです。

地域住民や当事者をうまく巻き込むことにつながりますし、当事者と地域の互助の仕組みを構築する

ことを考えれば、その中心にいる人たちがやりたいと思うことは、まさにその地域に必要とされること

である可能性が高いわけです。
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地域の多様な主体が総合事業に参画しやすくなる枠組みの構築

○ 「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理」（令和５年12月７日）等を踏まえ、同事業への
多様な主体の参入を促進する観点から、以下の取組を行う。

① 市町村が、生活支援体制整備事業を活用し官民連携のための取組を進めることについて、地域支援事業交付金により支援
② 都道府県が、官民連携の場として生活支援体制整備事業プラットフォームを構築する取組について、地域医療介護総合確保基金により支援
③ 国においても、地域づくり加速化事業の一環として、生活支援体制整備事業プラットフォームを構築
※ 令和６年度の保険者強化強化中央研修（国立保健医療科学院）において、①～③の取組を支援する研修の充実化を図る。

① 生活支援体制整備事業に係る標準額の増額（市町村）

介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会におけるの中間整理（抄）（令和５年12月７日）

Ⅱ．総合事業の充実のための具体的な方策
２．地域の多様な主体が自己の活動の一環として総合事業に取り組みやすくなるための方策の拡充

（地域の多様な主体が総合事業に参画しやすくなる枠組みの構築）

○ 民間企業などの地域の多様な主体は、市町村単位などの行政区画を意識して事業を展開しているケースは少なく、市町村やこうした多様な主体をつなげるためのキーパーソンとなる生
活支援コーディネーター等との接点も少ない。このため、国や都道府県に生活支援体制整備事業のプラットフォームを構築し、総合事業と民間企業などの地域の多様な主体との接続を促
進することが必要である。

○ 併せて、生活支援体制整備事業の活性化を図るため、生活支援コーディネーターが、その活動や協議体運営を通じ、地域住民の活動とそれ以外の多様な主体の活動とをつなげる活
動を評価するなどの検討が必要である。その際、生活支援コーディネーターの活動全体に対する評価の考え方や手法についても検討を進めていくことが必要である。

○ 「住民参画・官民連携推進事業」（生活支援コーディネーターがタウンミーティング等を行い、地域の医療・介
護関係者、多様な主体（民間企業や多世代の地域住民等）とともに地域課題の洗い出しと解決策の検討を
行った上で、民間企業等を活用した地域での生活支援や介護予防活動・社会参加活動・就労的活動に資す
る事業の企画・立案～実装～運営（モデル的実施を含む）を行う事業）を実施した場合、生活支援体制整
備事業に係る標準額の増額（１市町村あたり4,000千円）を認める。

市
ＳＣ・ＳＫＣ

県

国

協議体

プラット
フォーム

プラット
フォーム

①

取組イメージ

地域における
介護予防・日常生活支援の充実

②

③

○ 国・都道府県において、高齢者の介護予防・日常生活支援の活動を通じた地域づくりに取り組む官民の関
係団体により構成されるプラットフォームを構築し、市町村や生活支援コーディネーター・協議体の活動と地域の
多様な主体との活動をつなげるための広域的支援を行う。

（※）都道府県における生活支援体制整備事業プラットフォーム構築の支援は、地域医療介護総合確保基金（介護人材
確保分）の「地域の支え合い・助け合い活動に係る担い手確保事業」のイ 助け合いによる生活支援の担い手の養成
事業（高齢者を含む生活支援の担い手の養成等を行うための経費に対し助成する事業）を活用して実施。

②③ 生活支援体制整備事業プラットフォームの構築（都道府県・国）
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生活支援コーディネーターによる地域住民と地域の多様な主体との連携の推進
（住民参画・官民連携推進事業の創設）

〇高齢者の目線に立ち、地域で一層の多様なサービス・活動の充実を図るためには、生活支援体制整備事業を活用し、地域住民の関心事項を引き出し、
高齢者の日常生活を取り巻く様々な活動とをつなげていくことが重要。

〇このため、生活支援体制整備事業について、住民や地域での活動に取り組む民間企業等とをつなげるための活動についての評価を拡充する。

生活支援体制整備事業の活性化を図るため、生活支援コーディネーターが、その活動や協議体運営を通じ、地域住民の活動とそれ以外の多様な主体の活動とをつなげる活動を評価
するなどの検討が必要である。

高齢者を含む
多世代の地域住民

NPO・企業など
の多様な主体

介護事業者等
の専門職等

市町村

総合事業で
地域の力を
組合せる

強み

強み強み

強み
様々な活動

専門的な支援
社会参加・
つながり

介護予防・
認知症施策

地域の力を引き出し地域づくりをプロデュース

生活支援コーディネーター・協議体が行う住民参画・官民連携推進事業（新設）

タウンミーティングやワークショップの開催等
地域住民、医療・介護関係者及び地域での活動に取り組む民間企業
等を含む多様な主体が地域課題等の洗い出しや解決策・必要となる事
業等の検討を行う場の設置

多様なサービス・活動の実現に向けたプロジェクト化
地域での活動に取り組む民間企業等との連携・協働のもとで行う地域住
民へのインタビュー、マーケティング、デザイン（既存事業の見直し等を含
む。）等の実施

多様なサービス・活動を地域に実装するための試行的実施に係る支援
総合事業としての全地域での本格実施まで、地域での活動に取り組む民
間企業等と地域住民の協働のもとで行う事業が自走するまでの期間にお
ける事業費の補助等

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

地域がチームとなって総合事業を展開

選択肢の拡大

適切な選択の支援

民間企業、協同組合、シルバー人材
センター、ＮＰＯ法人、地域の産業
等に携わる団体等による多様な活動

住民・地域レベルでの
支え合い活動

生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの配置・協議体の設置）の標準額
■第１層（市町村区域） 8,000千円 × 市町村数（※）
■第２層（中学校区域） 4,000千円 × 日常生活圏域の数

※ 指定都市の場合は行政区の数
一部事務組合及び広域連合の場合は構成市町村の数

住民参画・官民連携推進事業の実施
4,000千円 × 市町村数（※）

検討・事業化の支援
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地域支援事業実施要綱からみる住民参画・官民連携推進事業
（生活支援体制整備事業の拡充）

【地域支援事業実施要綱】
２ 生活支援体制整備事業（法第115条の45第２項第５号）
(３) 実施内容
ア 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置及び協議体の設置 （略）
イ 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員） （略）
ウ 協議体 （略）
エ 住民参画・官民連携推進事業

地域では、総合事業又は高齢者施策としては位置付けられない多様な生活支援・介護予
防サービスが、民間企業、協同組合、シルバー人材センター、ＮＰＯ法人、地域の産業等に
携わる団体等の多様な主体（以下エにおいて「地域での活動に取り組む民間企業等」とい
う。）により事業化され、地域における様々な局面で高齢者の日常生活を支えている。
生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）及び協議体の活動の活性化を図り、

サービス・活動事業をはじめとする地域における生活支援・介護予防サービスの充実を図るため
には、地域住民の主体的な活動を進めることに加え、これら活動の補完又は更なる推進を図
るため、地域での活動に取り組む民間企業等が有する事業化の知見を活用することや、その
活動との連動を深めることが重要である。
このため、市町村は、次に掲げる事業（以下「住民参画・官民連携推進事業」という。）を

実施することができる。
(ア) 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が企画するタウンミーティングやワーク

ショップの開催等による、地域住民、医療・介護関係者及び地域での活動に取り組む民間
企業等を含む多様な主体が地域課題等の洗い出しや解決策・必要となる事業等の検討を
行う場の設置

(イ) 生活支援・介護予防サービスの企画・立案・プロジェクト化のため、地域での活動に取り組
む民間企業等との連携・協働のもとで行う地域住民へのインタビュー、マーケティング、デザイ
ン（既存事業の見直し等を含む。）等の実施（生活支援コーディネーター（地域支え合い
推進員）や協議体に助言等を行うための人材の配置や民間企業等への委託等を含む。）

(ウ) (ア)及び(イ)の結果等を踏まえ、地域での活動に取り組む民間企業等と地域住民の連
携・協働のもとで行う生活支援・介護予防サービスの実装のための試行的実施に係る支援
（総合事業として本格運用するまで又は民間企業等と地域住民の協働のもとで当該事業
が自走することができるまでの期間における事業費の補助を含む。）

オ 就労的活動支援コーディネーター（就労的活動支援員）の配置 （略）
カ 留意事項 （略）

「地域での活動に取り組む民間企業等」は、
営利企業に限らず、幅広く高齢者の日常生活を
支えている方々を想定。 （保険外サービスも含む。）

SC等活性化に向けた「地域住民の主体的な活
動」の補完・推進には、「地域での活動に取り組
む民間企業等」の知見活用や連携が重要。

＝住民参画と官民連携の組み合わせが重要

「（ア）・ （イ）を踏まえた （ウ）」の一連の流れを
行うのが「住民参画・官民連携推進事業」。
（単年度で終わらないことも想定される。）

机上だけではなく、「地域住民」「医療・介護関係
者」「地域での活動に取り組む民間企業等」な
どの関係者で対話を重ね、それぞれの強み・弱み
やニーズ、想いなどを確認しながら進めることが
重要。（既存の場の活用も考えられる。）

行政やSCだけではなく、「地域での活動に取り組
む民間企業等」の知見を活かした企画立案を。
（集客、広報、リスクマネジメント、費用対効果、等々）

（ア）・（イ）を踏まえて試行的に事業を実施し、
関係者の意見も踏まえながら自走等の体制構築
を目指す。試行中の事業費への補助も可能。
（試行期間は内容によるため、一律の制限等はない。）

言いたいのはざっくりこういうことです。
※正確なものは要綱等によってください。

SCや協議体の活動活性化により、生活支援・
介護予防サービスの充実を図ることが重要。
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① 生活支援体制整備事業の拡充
⚫ 複雑・複合化する地域課題に対し、地域づくりの観点から取り組む生活支援コーディネーターの活動を支援※する。

※ 地域包括支援センターに配置される生活支援コーディネーターの活動を支援することを想定（関係機関に委託することも可とする）

⚫ 想定される対象業務は次のとおり。

② 地域ケア会議推進事業の拡充

⚫ 高齢者の安定した住まい確保を目的に、居住支援協議会と連携した地域ケア会議を行った場合に標準額を引き上げ

２ 事業の概要・スキーム

包括的支援事業を活用した地域づくりの推進

【実施主体】市町村

【交付率】国38.5％

【標準額】

①8,000千円
（地域包括支援センター
以外に配置する場合
は4,000千円）

②300千円

３ 実施主体等

① 生活支援体制整備事業の拡充

⚫ 独居高齢者に対する支援、孤独・孤立対策の推進、育児と介護を同時に行う者（ダブルケアラー）やヤングケアラーをはじめとする家族介護者に対する
支援など、地域包括支援センターに期待される役割は高まっている。

⚫ 他方、こうした複雑・複合化した地域課題に対応するためには、センターのみが業務を負担するのではなく、センターが中心となって、地域の関係者とのネット
ワークを活用しながら総合相談支援機能を充実させることが必要。

⚫ このため、生活支援体制整備事業について、戸別訪問や相談対応等を通じ、複雑・複合化した地域課題に対応するための地域づくりに取り組む生活
支援コーディネーターの活動を支援するための拡充を行う。 ※ 重層的支援体制整備事業の実施自治体は、多機関協働事業等で同様の機能を担うことが想定される。

② 地域ケア会議推進事業の拡充
⚫ 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」（令和６年法律第43号）が令和６年６月に公布さ

れ、「地域ケア会議」と「居住支援協議会」は相互連携に努めることとされたところ。
⚫ このため、地域ケア会議において、高齢者の安定した住まいの確保に取り組む市町村に対する支援の拡充を行う。

※このほか、包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）についても、所要の経費を計上

１ 事業の目的

• 地域包括支援センターとの連携のもと、複雑・複合化した課題
を抱える世帯を対象とした戸別訪問や相談対応

• 圏域内の社会福祉協議会、子育て支援の相談窓口、ハロー
ワークなどの機関のほか、銀行や飲食店などの地域の多様な主
体からの情報収集・関係者間のネットワークづくり

• 地域包括支援センターを含む地域のネットワークを活用した、
適切な支援へのつなぎや資源開拓の実施

地域包括支援センター

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

複雑・複合化した地域課題に一体的に対応

戸別訪問・相談対応

関係機関からの情報収集

適切な支援へのつなぎ等

地域包括支援ネットワーク

令和７年度概算要求額 1,804億円の内数（地域支援事業（包括的支援事業（社会保障充実分））の内数）

概算要求の内容であり、予算編成過程で
内容の変更等があり得る
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2021年4月1日

ご清聴ありがとうございました。
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